
使用料等の改正及び、まえばしネットの予約受付期限の改正について（抜粋） 

 

１．スポーツ施設等の使用料等の改正について （平成３０年４月１日から） 

（１）大渡体育館の占有利用・個人利用及び、大渡温水プールの個人利用は、使用料の改

正はありません。 

  大渡温水プール・トレーニングセンターの占有利用（公的な大会及び講習のみ）につ

きましては、下表のとおり改正されます。 

 大渡温水プール・トレーニングセンター占有利用使用料（H30.4.1～） 

  
 ※２～３時間枠の料金設定から、１時間単位の料金設定に改正されます。 

（２）市内在住の６５歳以上の利用者について、回数利用券の割引販売を実施します。 

   現行：３，０００円で 300円券１１枚綴りを、300円券１３枚綴りで販売します。 

   ※購入の際は、住所及び年齢が確認できる運転免許証等の提示が必要です。 

 

２．大渡体育館の予約受付期限について （平成３０年４月１日から）  

（１）大渡体育館の利用機器による予約受付期限（まえばしネット登録者） 

大渡体育館の予約受付期限が、利用日の１１日前から７日前に改正になります。 

※平成３０年４月１日以降の操作分から 7日前までの予約が可能です。 

（２）大渡体育館の電話受付（まえばしネット登録者） 

   利用機器で操作ができない利用日の６日前から前日まで、空き時間帯の予約が電話

で行えるようになります。 

   ※電話でのご予約は、大渡温水プール（027-253-7811）に連絡してください。 

   ※休場日翌日のご予約は前々日までに行ってください。 

 

３．大渡体育館個人利用及び、空き状況確認等ついて （平成３０年４月１日から） 

（１）個人利用について 

利用希望日当日に空き時間帯がある場合のみ、個人利用でご利用いただけます。 

（２）空き状況の確認について 

平成３０年４月１日以降は、利用日の前日まで占有利用の予約が入る可能性があり

ますので、空き状況は利用希望日当日にご確認ください。 

 

４．その他 

  大渡体育館、大渡温水プール以外の市有スポーツ施設につきましては、各施設のホー

ムページをご確認になるか、各施設に直接お問い合わせください。 

 

大渡温水プール 


